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市営住宅入居者の生活の安全と平穏を確保するため、宇治市市営住宅条例の規定により、市営住宅から

の暴力団員排除に取り組んでいます。 

 ○対象となる暴力団員 

  「暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律」 

（平成３年法律第７７号）第２条第６号に規定する暴力団員をいう。 

 ○申し込みについて 

  申込者または同居親族が暴力団員である場合は、入居を認めない。 

 ○同居許可・使用承継 

  同居させようとする者、使用承継を受けようとする者が暴力団員である場合は、許可しない。 

 

なお、申込みに際して、暴力団員でないことの誓約と入居資格について関係機関への照会に同意していただきます。 

宇治市市営住宅から暴力団員を排除します 
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市営住宅とは 

市営住宅は、民間の賃貸住宅とは違い、公営住宅法や宇治市市営住宅条例などの規定に基づき管理・運営

されており、住宅に困窮している低収入の世帯に対し、低家賃で供給している住宅です。 

共同施設や共用部分の清掃などは入居者で行っていただきます。また、共益費等の負担もあります。 

なお、家賃については、年１回の収入申告により決定されます。 

 

（注）市営住宅は、中古住宅です。修繕・クリーニング済ですが、染み、変色などがあります。 

 

① 申込方法 
 次の順序にしたがって、申込手続を行ってください。 

（１） 申込資格を確認してください。 

４ページの「③申込資格」 

７ページの「⑤申込時の注意点」 

８～１２ページの「⑥収入について」 

をご覧になって、申込資格があるか確認してください。 

（２） 申込住宅を１つ選んでください。 

１４～２５ページの「⑧募集対象住宅」 

をご覧になって、申し込む住宅をお選びください。 

（３） 申込書類を作成してください。 

６ページの「④必要書類」 

１３ページの「⑦収入に関する必要書類」 

をご覧になって、必要事項をご記入ください。 

（４） 申込書類を提出してください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

送付先： 〒６１１-８５０１  宇治市宇治琵琶３３番地 

               宇治市役所 建設部 住宅課 

   受付期間：２月２日（月）～２月１０日（火）（消印有効） 

     

 

※ 申込みの際は、記入漏れ・不足書類がないか十分ご確認ください。 

※ 提出された書類に不備がある場合は、訂正のうえ、再度提出いただくこと

もあります。（不備書類再提出締切：２月１６日（月）必着） 
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② 申込みから入居まで 
 申込みから入居までの流れは次のとおりになります。 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

受付（抽選）番号票の送付 

受付完了時に受付（抽選）番号票をこちらから郵送い

たします。 

申込受付 
送付先：宇治市役所 住宅課 

受付期間：令和８年２月２日（月） 

           ～２月１０日（火）（消印有効） 

※不備による返送、不足書類の提出締切は、 

 ２月１６日（月）必着とします。 

 

抽選会 

日時：令和８年２月２４日（火） 

午前９：３０～ 
場所：宇治市役所５階 ５０１会議室 

当選通知 

当選者のみへの通知となります。 

抽選結果はﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞで公表します。 

必要書類の提出 

実態調査 
 

申込みの内容に間違い、虚偽などがないか

必要に応じて訪問調査を行います。これに

より失格となった場合、補欠当選者に入居

資格が移ります。 

入居 
 

３月下旬頃の入居説明会・鍵渡しを経て、

入居となる予定です。 

入居承認 

市営住宅の入居者として決定したことを通知

します。 
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③ 申込資格 
住宅の区分として、＜一般世帯向け住宅＞と＜子育て世帯向け住宅＞がありますが、下記の条件を備え

ている方が申込みできます。（申込日の状態が申込資格の判断基準となります） 

 

一般世帯向け住宅の入居申込ができる方は、次の１～６のすべての条件を備えていることが必要です。 

子育て世帯向け住宅の入居申込ができる方は、１～６の条件に加え７の条件を備えていることが必要です。 

 

区 分 住宅番号 

（１４ページ参照） 

条  件  （４～５ページ参照） 

1 2 3 4 5 6 7 

一般世帯向け住宅 ①～⑫ ● ● ● ● ● ● ― 

子育て世帯向け住宅 ⑬・⑭ ● ● ● ● ● ● ● 

 

・・・・・・ 以下、条件 ・・・・・・ 

 

 

～～ 一般世帯向け住宅 ～～ 

 

１． 現に同居し、又は同居しようとする親族があること（事実上婚姻と同様の関係にある方、又は、婚約者を含

む）。 

○入居の際、全員（事実上婚姻と同様の関係にある方「住民票等で確認できること」又は婚約者を含む）同時に

入居できること。 

なお、婚姻予定である場合は、令和８年３月３１日（火）までに婚姻手続きの完了する方に限ります。 

また、離婚予定である場合は、令和８年３月３１日（火）までに離婚手続きの完了する方に限ります。 

（婚姻又は離婚予定の方が当選された場合は、令和８年３月３１日（火）までに婚姻又は離婚届受理証明書を

提出されないと失格となります。） 

○家族を不自然に分割し、又は同居しようとする申込みは認められません。 

（特別の事情がない限り父母、夫婦の分離、兄弟入居は認められません。） 

○婚約者が変わった場合は、申込みを無効とします。 

○申込み後に同居予定者の転出・死亡等により単身での申込みとなった場合は失格となります。 

 

２． 現に住宅に困窮していることが明らかであること。 

○公営住宅の入居者は申込めません。（但し、名義人以外の方の適正な世帯分離は除く。） 

○持家のある方は、申込みできません。（同居しようとする親族の持家や共有名義などの場合も同様です。） 

但し、令和８年３月３１日（火）までに、売却等により持家所有者でなくなる方は、申込むことができます。 

（後日、所有権移転後の登記事項証明書の提出が必要になります。） 

   

３． 現に市内に居住していること。 

○申込日の時点で、宇治市に居住されている方。 
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４． 公営住宅法及び宇治市市営住宅条例で定められた収入の範囲内であること。 

（詳細は８～１２ページ「⑥収入について」をご覧ください。） 

 

５． 申込者又は同居しようとする親族が、暴力団員（暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成

３年法律第７７号）第２条第６号に規定する暴力団員をいう。）でないこと。 

 

６． 入居にあたっては、原則２名の連帯保証人が必要です。 

○日本国内に住所のある方で、市長が適当と認める方。 

○２名の連帯保証人は、別世帯であること。 

○どうしても連帯保証人が見つからずお困りの場合は、住宅課にご相談ください。 

 

 

 

～～ 子育て世帯向け住宅 ～～ 

 

一般世帯向け住宅の１～６の条件に加えて次の７の条件を備えていることが必要です。 

 

７． 同居しようとする親族に小学生６年生以下（１２歳以下）の子が１名以上いること。 

○令和８年２月２日（月）の時点で、小学生６年生以下（１２歳以下）の子が１名以上いること。入居の際、住民票

で確認します。 

 

 ○入居期間は、入居時の末子が１８歳に達する年度の３月３１日までとします。 

 ○入居期間満了日の２年前から、当該時点で市営住宅の入居者資格（収入要件等）を充たしていれば、他の市 

営住宅の募集に申し込むことができます。 

 ○入居期間満了を迎える前に、転居等の理由により、入居時の末子で１８歳未満の入居者がいなくなった場合 

     入居資格を失い、世帯全員退去となります。 

 ○入居期間満了による退去においても、引越費用は入居者の負担となります。 

 

 

 

 

 

 

 

 ※申込資格に関しては、関係機関に照会する場合がありますのでご承知おきください。 
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④ 必要書類 
 以下の必要書類を揃えて、宇治市役所 住宅課へ送付してください。 

送付先：〒６１１－８５０１ 宇治市宇治琵琶３３  宇治市役所 住宅課 

   受付期間：２月２日（月）～２月１０日（火）消印有効 

 

   ※ 書類の不備等がありますと、申込受付ができない場合がございますので、記入の際はくれぐれも漏れ、

間違いの無いよう、十分確認をお願いします。 

 

１.宇治市市営住宅等申込書（別紙表面） 

２.申込者及び同居親族の状況報告書（別紙裏面） 

※収入を証明する書類（１３ページ参照）は、当選後に必要となります。 

 

 

 次に該当する場合は、下記に指定する書類を当選後に提出してください  

 

○扶養親族等に変更のある方 

  収入を証明する書類の扶養親族等控除関係と申込み時点での扶養親族等控除関係に変更のある方は、

変更のあったことのわかる書類（健康保険証又は障害者手帳） 

 

○婚約者と申込みをされる方 

 申込書（別紙）の結婚予定の欄に必要事項を記入してください。もしくは、結婚式場等の予約証明書を提

出してください。 

なお、当選された場合は、令和８年３月３１日（火）までに婚姻届受理証明書を提出していただきます。 

 

○離婚予定で申込みをされる方 

 申込書（別紙）の離婚予定の欄に必要事項を記入してください。 

なお、当選された場合は、令和８年３月３１日（火）までに離婚届受理証明書を提出していただきます。 

 

○持家所有者の方 

 持家所有者の方は原則として申し込めませんが、令和８年３月３１日（火）までに、売却等により所有者で

なくなる方は、申込書（別紙）裏面の持家所有者欄に記入してください。 

 なお、当選された場合は、令和８年３月３１日（火）までに所有権移転後の登記事項証明書を提出していた

だきます。 

 

※裁量階層世帯について 

 裁量階層世帯に該当する場合は、該当する区分に応じて確認書類を提出してください。 

（裁量階層の区分と確認書類については、８ページをご覧ください。） 
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⑤ 申込時の注意点 
（１）次のような場合は、市営住宅の入居申込みをされても、無資格と判定されます。 

○ 単身での申込みを行ったとき。 

○ 現に市内に居住していないとき。 

○ 原則、令和８年３月３１日（火）時点で成人でない者が申込者として申込んだとき。 

○ その他、申込資格に該当しないとき。 

 

（２）次のような場合は、失格となります。 

○ 申込内容に不備があるとき。 

○ 申込資格のあることを証明できないとき。 

○ 事実と異なることを記載して申込みを行ったとき。 

○ １世帯で２通以上の申込みを行ったとき。 

○ 宇治市の必要とする書類を提出しないとき。 

○ 申込後に申込資格を喪失したとき。 

 

（３）次のような場合は、当選された場合でも、当選結果を取り消します。 

○ 入居までの間に申込資格のうち一つでも欠けたとき。 

○ 指定した期間内に、入居のために必要な手続きをしないとき。 

○ 指定した期間内に、申込書に記載された申込世帯全員が正当な理由なく入居しないとき。 

○ 婚約者と申込みを行い、令和８年３月３１日（火）までに婚姻届受理証明書を提出せず、同時に入居でき 

ないとき又は婚約者が変わったとき。 

○ 離婚予定で申込みを行い、令和８年３月３１日（火）までに離婚届受理証明書を提出しないとき。 

○ 申込者及び現に同居し、又は同居しようとする親族（内縁の配偶者及び婚約者を含む）が暴力団員であ 

ると判明したとき。 

○ その他、不正の行為によって入居しようとしたとき。 

 

（４）その他の注意事項 

○ 市営住宅内では、犬・猫・小鳥等の動物の飼育はできません。 

○ 市営住宅には、無断で他の親族等を同居させることはできません。 

○ 防火・防犯活動、共用部分の清掃活動など、市営住宅全体の良好な環境のため、自治会活動に積極的 

に協力してください。 

○ 共同施設の管理費等として共益費が必要です。 

○ その他宇治市市営住宅条例・規則等に従わなければなりません。 

○ 提出された書類の返却はできませんのでご承知ください。 

 

 

 



- 8 - 

 

⑥ 収入について 
  市営住宅に申込むためには所得が一定の範囲内でなければなりません。次の表から、世帯の各人がどの所得区分にあ

るのかを確認し、Ⅰ～Ⅴの手順に従って、世帯全体の所得が、市営住宅の収入要件の範囲内であるかを確認してください。 

（１） 収入計算の対象となる所得 

給与所得 
給与、俸給、賃金、賞与等（残業手当、家族手当、皆勤手当等を含む。ただし、通勤手当等の

非課税所得分を除く。） 

年金所得 
厚生年金、共済年金、国民年金等の課税対象となる年金、恩給の支給された金額（証書の年

金額に当たるもの。但し、障害年金等の非課税所得分を除く。） 

 事業、雑所得等 

（給与、年金以外） 

事業所得、配当所得、不動産所得等の所得（収入から必要経費を差し引いたもの）、保険の

外交、個人（企業）年金の給付金など 

（２） 収入計算の対象とならない所得 

非課税所得※ 
遺族年金、障害年金、傷病恩給、通勤手当の内一定の額、学資金、法定扶養料（仕送り等）、

損害保険金、損害賠償金、雇用保険金、労働災害保険金、生活保護の各扶助料など。 

退職見込みの方 
申込みの際、所得がある方でも、令和８年３月３１日（火）までに退職予定の場合、その所得はないもの

とみなします。（ただし、申込みの際には退職予定証明、退職後は退職証明書が必要となります。） 

 ※一時的な収入（おおむね１年以内の期間ごとに継続的に得る収入でないもの）は収入計算の対象となりません。 

◎裁量階層とは 

次の表のいずれかに該当する場合、裁量階層世帯となります。 

裁量階層世帯に該当する場合、入居に必要な収入要件が一定の額について緩和されます。（詳細な金額に

ついては１２ページをご覧ください。） 

なお、確認書類は当選後に提出してください。 

世帯区分 要件 確認書類 

障害者 

１．申込者又は同居者が身体障害者手帳の交付を受けている

（障害の程度が１～４級であること。） 
身体障害者手帳の写し 

２．申込者又は同居者が精神障害者保健福祉手帳の交付を受け

ている（障害の程度が１・２級であること。） 

精神障害者保健福祉

手帳の写し 

３．申込者又は同居者が療育手帳の交付を受けている（障害の

程度が２と同程度であること。） 
療育手帳の写し 

戦傷病者 
申込者又は同居者が戦傷病者手帳の交付を受けている（障害の

程度が特別項症から第６項症まで又は第１款症であること。） 
戦傷病者手帳の写し 

高齢者 

申込者が６０歳以上で、かつ、同居者のいずれもが、６０歳以上

又は１８歳未満の方である場合 

（年齢基準日は３月３１日時点とする。） 

住民票の写しやマイナン

バーカードなど、入居

者・同居者全員の住所・

生年月日がわかる書類 

原子爆弾被爆者 厚生労働大臣の認定を受けている原子爆弾被爆者 特別手当証書の写し 

引揚者 
海外からの引揚者である（引き揚げてから５年を経過していない

こと。） 

 

厚生労働大臣の引揚者

証明書又は支給決定通

知書の写し 

ハンセン病療養所 

入居者等 

ハンセン病療養所入所者等（平成８年３月３１日までに、国立ハン

セン病療養所その他の厚生労働大臣が定めるハンセン病療養

所に入所していた者） 

入所していたことを証

明する療養所長の証明

書 

小学校就学前世帯 小学校就学前の子供のいる世帯 

住民票の写しやマイナン

バーカードなど、入居

者・同居者全員の住所・

生年月日がわかる書類 
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Ⅰ．『年間収入』の計算 

  年間所得を計算するために、年間の総収入を計算します。就職された時期等によって、算定期間や計算方

法が異なります。次の表に基づいて、世帯の各人の収入を計算してください。 

（１） 給与の方 

仕事を始められた時期 算定期間及び計算方法 

現在の勤務先に、令和７年１月１日以前に就職し、 

現在まで勤務しているとき 

令和７年１月１日から 

令和７年１２月３１日までの年間支給額 

現在の勤務先に、令和７年１月２日～２月１日に就職し、 

現在まで勤務しているとき 

令和７年２月１日から 

令和８年１月３１日までの年間支給額 

現在の勤務先に、令和７年２月２日以降に就職し、 

現在まで勤務しているとき 

 

 

現在の勤務先に就職してからまだ１ヵ月分の給与を支給

されていないとき、又は令和８年３月３１日までに就職予

定のとき 

契約月収額×１２で算出される推定年間給与支給額 

現在は給与を支給されているが、 

令和８年３月３１日までに退職するとき 
収入算定の対象となりません。 

 

（２） 年金の方 

国民年金、厚生年金、共済年金、恩給の支給された金額 

（令和７年１月１日以前から支給されている方） 

⇒令和７年１月１日から 

令和７年１２月３１日までの年金額 

（令和７年１月２日以降から支給されている方） 

⇒２ヵ月に１度の支給金額×６ 

 

（３） 事業所得の方 

令和７年１月１日以前から現在まで、 

同じ事業をしているとき 

令和７年１月１日から 

令和７年１２月３１日までの年間売上金額 

令和７年１月２日～２月１日に事業を始め、 

現在まで、同じ事業をしているとき 

令和７年２月１日から 

令和８年１月３１日までの年間売上金額 

令和７年２月２日以降に事業を始め、 

現在まで、同じ事業をしているとき 

（※右式は年間所得の計算方法となります。） 

 

 

 

 

 

 

×１２ 

事業を始めた月の翌月から 

令和８年１月３１日までの総売上－必要経費 
上記期間の月数 

 

採用の翌月から 

令和８年１月３１日までの支給金額－賞与 
上記期間の月数 

×１２＋賞与 
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Ⅱ．『年間所得金額』の求め方   

Ⅰ．で計算した年間収入金額より、「年間所得金額」を算出してください。 

２人以上所得のある方がいる場合は、それぞれ算出したものを合算してください。 

（１）   給与所得者の場合 

Ⅰ．で求めた年間収入金額より、次表を用いて「年間所得金額」を算出してください。 

年間収入金額 年間所得金額 

651,000円未満    0円 

651,000円以上 ～ 1,900,000円未満    年間収入金額－650,000円 

1,900,000円以上 ～ 3,600,000円未満    端数整理後の年間収入金額×2.8－80,000円 

3,600,000円以上 ～ 6,600,000円未満    端数整理後の年間収入金額×3.2－440,000円 

   6,600,000円以上 ～ 8,500,000円未満    年間収入金額×0.9－1,100,000円 

8,500,000円以上               年間収入金額－1,950,000円 

※端数整理の方法 

   年間収入金額が 1,900,000 円以上 6,600,000 円未満の場合のみ年間収入金額を 4 で割り、出た数の 1,000 円未

満の端数を切り捨てます。 

 

（２）   事業所得者の場合 

年間収入金額から必要経費を控除した額 

（令和７年２月２日以降に事業を始められた場合は、９ページの表中の計算方法により、算出してください。） 

 

（３）   年金受給者の場合 

 年間年金総収入金額 年間年金所得金額 

６５歳未満の場合 

600,000円未満    0円 

600,000円 ～ 1,300,000円未満    年間年金総収入金額－600,000円 

1,300,000円 ～ 4,100,000円未満    年間年金総収入金額×0.75－275,000円 

4,100,000円 ～ 7,700,000円未満    年間年金総収入金額×0.85－685,000円 

7,700,000円  ～10,000,000円未満    年間年金総収入金額×0.95－1,455,000円 

６５歳以上の場合 

1,100,000円未満    0円 

1,100,000円 ～ 3,300,000円未満    年間年金総収入金額－1,100,000円 

3,300,000円 ～ 4,100,000円未満    年間年金総収入金額×0.75－275,000円 

4,100,000円 ～ 7,700,000円未満    年間年金総収入金額×0.85－685,000円 

7,700,000円  ～10,000,000円未満    年間年金総収入金額×0.95－1,455,000円 
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Ⅲ．控除金額の計算 

次の表にしたがって、年間所得金額から世帯の控除金額を計算してください。 

各種控除内容 控除額（一人につき） 

給与所得・年金所得控除 

    給与所得又は公的年金等に係る雑所得を有する人 10万円 

（所得金額が 10万円未満

の場合はその金額） 

老人控除対象配偶者控除・老人扶養親族控除 

所得税法上、控除対象配偶者及び扶養親族に認定されている人のうち、70歳以上の人 
10万円 

特定扶養親族控除 

所得税法上、扶養親族に認定されている人（配偶者を除く。）のうち、16 歳以上 23 歳未満

の人 

25万円 

障害者控除（特別障害者に該当する人を除く。） 

１． 身体障害者手帳の交付を受けている人 

２． 戦傷病者手帳の交付を受けている人 

３． 精神保健指定医などから知的障害と判定された人 

４． 精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている人 

27万円 

特別障害者控除 

１． 身体障害者手帳の交付を受けている人で、障害の程度が１級又は２級に該当する人 

２． 戦傷病者手帳の交付を受けている人で、障害の程度が特別項症から第３項症までに該当

する人 

３． 原子爆弾被爆者として厚生労働大臣の認定を受けている人 

４． 心神喪失の常況にある人又は精神保健指定医などから重度の知的障害者と判定された

人 

５． 精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている人で、障害の程度が１級に該当する人 

40万円 

ひとり親控除 

婚姻をしていないこと又は配偶者の生死の明らかでない人のうち、次の三つの要件の全

てに当てはまる人 

１． 事実上婚姻関係と同様の事情にあると認められる一定の人がいないこと。 

２． 生計を一にする子がいること。この場合の子は、その年分の総所得金額等が 58万円以下

で、他の人の同一生計配偶者や扶養親族になっていない人に限られます。 

３． 合計所得金額が 500万円以下であること。 

35万円 
（所得金額が 35万円未満

の場合はその金額） 

寡婦控除 

   「ひとり親」に該当せず、次のいずれかに当てはまる人です。 

１． 夫と離婚した後婚姻をしておらず、扶養親族がいる人で、合計所得金額が 500万円以下の

人 

２． 夫と死別した後婚姻をしていない人又は夫の生死が明らかでない一定の人で、合計所得

金額が 500万円以下の人 

27万円 
（所得金額が 27万円未満

の場合はその金額） 
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Ⅳ．世帯の総所得額の計算 

次のようにして、世帯の総所得額を算出してください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ⅴ．収入要件との比較 

 Ⅳ．で計算した世帯の総所得額が次の表に示す所得の範囲内であれば、市営住宅へ申し込むための収入要

件を満たしています。 

 

種別 収入基準 

入居申込家族数 

１人 ２人 ３人 ４人 ５人 ６人 

本来入居者 

0 0 0 0 0 0 

～ ～ ～ ～ ～ ～ 

1,896,000円 2,276,000円 2,656,000円 3,036,000円 3,416,000円 3,796,000円 

裁量階層 

0 0 0 0 0 0 

～ ～ ～ ～ ～ ～ 

2,568,000円 2,948,000円 3,328,000円 3,708,000円 4,088,000円 4,468,000円 

 

 ○裁量階層とは、８ページの表に該当する世帯です。 

  

 ○７人以上の場合は、１人につき、38万円を加えた金額が上限の金額となります。 

 

 ○世帯の総所得額については、８ページから１２ページの手順にしたがって、計算してください。 

 

 

世帯全体の年間所得金額 

（＝本人と同居親族の 

年間所得金額を合算したもの） 

※Ⅰ～Ⅱで計算した金額 

世帯全体の控除金額 

（＝本人と同居親族の 

控除金額を合算したもの） 

※Ⅲで計算した金額 

世帯の総所得額  

―  ＝ 
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⑦ 収入に関する必要書類（当選後に提出するもの） 
 市営住宅に申込むためには、市営住宅申込書の他、収入を証明する書類が必要となります。必要な書類は、

収入の種類や就職した時期によって異なります。ご自身の所得が以下の表のいずれに該当するかを確認してく

ださい。 

 ※申込みについては、「宇治市市営住宅等申込書」（別紙表面）「申込者及び同居親族の状況報告書」（別紙

裏面）のみ提出してください。当選されたのち、収入を証明する書類等が必要となります。 

（１）  収入がある場合 

区分 必要書類 

１ 

給
与
所
得
の
方 

現在の勤務先に、令和７年１月１日以前に就職

し、現在まで勤務しているとき 

課税証明書、又は令和７年分の源泉徴収票の原

本又は写し 

（機械印字又は、証明印のあるものに限る） 

２ 

現在の勤務先に、令和７年１月２日以降に就職

し、現在まで勤務しているとき 

給与支払証明書（別紙） 

（証明印押印のものに限る） 

３ 

現在の勤務先に就職してから、まだ１ヵ月分の給

与を支給されていないとき、又は令和８年３月３１

日までに就職予定のとき 

勤務先によって、給与及び賞与等の支払い見込み

が証明された書類（所定の様式はありません） 

（証明印押印のものに限る） 

４ 年
金
の
方 

令和７年１月１日以前から受給しているとき 課税証明書、又は令和７年分公的年金等の源泉

徴収票（ハガキ）の原本又は写し 

５ 令和７年１月２日以降から受給しているとき 年金支払通知書の原本又は写し 

６ 令和８年３月３１日までに受給予定のとき 裁定通知書の原本又は写し 

７ 

事
業
所
得
の
方 

令和７年１月１日以前から現在まで、 

同じ事業をしているとき 

課税証明書、又は令和７年度分確定申告書の控

えの写し又は証明印が押印された営業実績証明

書（別紙） 

８ 

令和７年１月２日以降に事業を始めたとき 営業実績証明書（別紙） 

（証明印押印のものに限る） 

（２）  収入がない場合 

区分 必要書類 

退職（廃業）された方 
雇用保険受給資格者証 または 

勤務先の証明印押印のある退職証明書（所定の様式はありません） 

申込み時点から令和８年３月３１日ま

でに退職（廃業）予定のとき 

申込書（別紙）の退職予定証明に記入して提出。 

(但し、当選後に退職証明書（証明印押印のもの）を提出していただきます。） 

収入のある方に扶養されているとき 

１． 扶養親族であることがわかる健康保険証（国民健康保険証を除く） 

２． “控除対象配偶者”又は、“扶養親族”の欄に表示のある、令和７年分の

源泉徴収票、令和８年度の特別徴収税額通知書又は納税通知書 

生活保護を受けているとき 生活保護受給証明書 

その他 無職無収入証明書等 
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⑧ 募集対象住宅 
住宅番号①・⑬木幡河原については、１６・２４ページ「住宅の概略」を確認してください。 
住宅番号⑪・⑫伊勢田ウトロについては、２３ページ「住宅の概略」を確認してください。 

 

住宅 

区分 

 

住宅

番号 
住宅名 

棟 

（階数） 
間取り 

戸

数 
参考家賃 設備等 竣

しゅん

工   

年度 

一

般

世

帯

向

け

住

宅 

①  
木幡 

河原 

１ 

（３階） 

4DK 

79.6㎡ 
１ 

本来家賃 

裁量階層家賃 

２８，９００～４３，０００円 

２８，９００～５６，７００円 

６階建 
エレベーターあり 

平成 

１３年 

②  

黄檗 

１ 

（５階） 

2ＤＫ 

62.6㎡ 
１ 

本来家賃 

裁量階層家賃 

２７，１００～４０，３００円 

２７，１００～５３，１００円 

５階建 
エレベーターあり 

平成 

１７年 

③  
４ 

（２階） 

2ＤＫ 

62.6㎡ 
１ 

本来家賃 

裁量階層家賃 

２７，６００～４１，１００円 

２７，６００～５４，２００円 

６階建 
エレベーターあり 

平成 

２２年 

④  
４ 

（４階） 

3ＤＫ 

74.8㎡ 
１ 

本来家賃 

裁量階層家賃 

３３，０００～４９，２００円 

３３，０００～６４，８００円 

６階建 
エレベーターあり 

平成 

２２年 

⑤  
五ケ庄 

福角 

１ 

（１階） 

3ＤＫ 

65.4㎡ 
１ 

本来家賃 

裁量階層家賃 

２１，３００～３１，７００円 

２１，３００～４１，８００円 

３階建 
エレベーターなし 

昭和 

５９年 

⑥  
神明 

宮西 

３ 

（１階） 

3DK 

68.2㎡ 
１ 

本来家賃 

裁量階層家賃 

２８，３００～４２，２００円 

２８，３００～５５，６００円 

３階建 
エレベーターあり 

平成 

１１年 

⑦  
槇島 

吹前 

８ 

（４階） 

3DK 

71.1㎡ 
１ 

本来家賃 

裁量階層家賃 

２８，９００～４３，０００円

２８，９００～５６，７００円 

６階建 
エレベーターあり 

平成 

１１年 

⑧  
９ 

（５階） 

2DK 

60.4㎡ 
１ 

本来家賃 

裁量階層家賃 

２４，６００～３６，７００円 

２４，６００～４８，３００円 

５階建 
エレベーターあり 

平成 

１２年 

⑨  
小倉 

中畑 

（１階） 
2DK 

52.3㎡ 
１ 

本来家賃 

裁量階層家賃 

２３，２００～３４，５００円 

２３，２００～４５，５００円 

６階建 

（一部４階建） 
エレベーターあり 

平成 

８年 

⑩  （２階） 
3DK 

63.6㎡ 
１ 

本来家賃 

裁量階層家賃 

２８，２００～４２，０００円 

２８，２００～５５，４００円 

６階建 

（一部４階建） 
エレベーターあり 

平成 

８年 

⑪   

伊勢田 

ウトロ 

 

１ 

（３階） 

2ＤＫ 

62.6㎡ 
１ 

本来家賃 

裁量階層家賃 

２６，２００～３９，１００円 

２６，２００～５１，５００円 

５階建 
エレベーターあり 

平成 

２９年 

⑫  
２ 

（１階） 

2ＤＫ 

62.6㎡ 
１ 

本来家賃 

裁量階層家賃 

２６，９００～４０，０００円 

２６，９００～５２，８００円 

５階建 
エレベーターあり 

令和 

５年 

 

子 

育 

て 

世

帯

向

け 

住

宅 

⑬  
木幡 

河原 

２ 

（２階） 

4DK 

79.6㎡ 
１ 

本来家賃 

裁量階層家賃 

２９，０００～４３，２００円 

２９，０００～５７，０００円 

５階建 
エレベーターあり 

平成 

１４年 

⑭  
神明 

宮西 

３ 

（２階） 

3ＤＫ 

68.2㎡ 
１ 

本来家賃 

裁量階層家賃 

２８，３００～４２，２００円 

２８，３００～５５，６００円 

３階建 
エレベーターあり 

平成 

１１年 
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※住宅番号を１つ選んでください。 

※家賃の他に共益費が必要です。 

※入居前に敷金（家賃の３ヵ月分）が必要となります。 

※裁量階層家賃とは、８ページの表に該当する世帯の家賃です。 
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木幡河原市営住宅（一般世帯向け住宅） 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

JR六地蔵駅 

木幡河原市営住宅 住所：木幡河原 5番地  

⑬  

 

①  

和室 

洋室 

CL 

 

押

入 

DK 

UB 

和

室 押

入 

玄関 

CL 

 

押入 

 

物入 

便所 

洋室 
ホール 

洗面 

【住宅番号①】木幡河原市営住宅（１棟） 

構造  鉄筋耐火構造６階建 

階数  ３階 ４ＤＫ 

 

 

住宅の概略 

木幡河原市営住宅は、同和対策

事業の一環として、居住の安定

と住環境の整備を目的に建設さ

れた住宅です。 

現在、国の制度としての同和対

策は一般対策に移行されてお

り、一般向けとして募集してい

ます。 
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黄檗市営住宅（一般世帯向け住宅） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【住宅番号②】黄檗市営住宅（１棟） 

構造  鉄筋耐火構造５階建 

階数  ５階 ２ＤＫ 

 

黄檗市営住宅 住所：五ケ庄三番割 37番地 

京都大学宇治 

総合グラウンド 

③・④ 

 ② 

【住宅番号③】黄檗市営住宅（４棟） 

構造  鉄筋耐火構造６階建 

階数  ２階 ２ＤＫ 
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黄檗市営住宅（一般世帯向け住宅） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

黄檗市営住宅 住所：五ケ庄三番割 37番地 

京都大学宇治 

総合グラウンド 

③・④ 

 ② 

【住宅番号④】黄檗市営住宅（４棟） 

構造  鉄筋耐火構造６階建 

階数  ４階 ３ＤＫ 
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五ケ庄福角市営住宅（一般世帯向け住宅） 

 

 

 

 

 

南部小学校 

五ケ庄福角市営住宅 住所：五ケ庄福角 1番地の 1 

⑤ 

【住宅番号⑤】五ケ庄福角市営住宅（１棟） 

構造  鉄筋耐火構造３階建 

階数  １階 ３ＤＫ 

 

 

浴室 

和

室 洗面所

p 

物

入 

ホ
ー
ル 

玄

関 

押入 
バルコニー 

DK 便所 

和

室 

和

室 

押

入 

押

入 
バルコニー 

バルコニー 
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神明宮西市営住宅（一般世帯向け住宅） 

 

 

  

   

  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

神明宮西市営住宅 住所：神明宮西 35番地 

神明皇大神宮 城南荘児童公園 

【住宅番号⑥】神明宮西市営住宅（３棟） 

構造  鉄筋耐火構造３階建 

階数  １階 ３ＤＫ 

 

  ⑥ 

物入 

物入 

物入 押入 

押入 

ホール 

便所 

玄関 

DK 

バルコニー 

和

室 

和

室 

MS 物置 

UB 

洗面・ 

脱衣室 

便所 

玄関 

ホール 

物入 
洋室 

和

室 

押

入 
DK 

和

室 

押

入 

 バ
ル
コ
ニ
ー 

バルコニー 
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槇島吹前市営住宅（一般世帯向け住宅）

 

 

 

 

 

 

⑦ 

槇島吹前市営住宅 住所：槇島町吹前 37番地 

 

【住宅番号⑦】槇島吹前市営住宅（８棟） 

構造  鉄筋耐火構造６階建 

階数  ４階 ３ＤＫ 

 

 

【住宅番号⑧】槇島吹前市営住宅（９棟） 

構造  鉄筋耐火構造５階建 

階数  ５階 ２ＤＫ 

 

 

⑧ 

バルコニー 

便所 
便所 
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小倉中畑市営住宅（一般世帯向け住宅） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           

 

 

 

 

JR小倉駅 

【住宅番号⑨】小倉中畑市営住宅 

構造  鉄筋耐火構造 

６階建（一部４階建） 

階数  １階 ２ＤＫ 

 

 

【住宅番号⑩】小倉中畑市営住宅 

構造  鉄筋耐火構造 

６階建（一部４階建） 

階数  ２階 ３ＤＫ 

 

 

⑨ 

⑩ 

小倉中畑市営住宅 住所：小倉町中畑 49番地 
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伊勢田ウトロ市営住宅（一般世帯向け住宅） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

伊勢田ウトロ市営住宅  

住所：伊勢田町ウトロ５１番地の２８ 

 

【住宅番号⑪】伊勢田ウトロ市営住宅（１棟） 

構造  鉄筋耐火構造５階建 

階数  ３階 ２ＤＫ 

 

 

【住宅番号⑫】伊勢田ウトロ市営住宅（２棟） 

構造  鉄筋耐火構造５階建 

階数  １階 ２ＤＫ 

 

 

⑪ ⑫ 

伊勢田ウトロ市営住宅 住所：伊勢田町ウトロ５１番地の２８ 

住宅の概略 

伊勢田ウトロ市営住宅は、歴史

的経過によりウトロ地区に居

住されていた在日韓国人等の

居住の安定と住環境の整備を

目的に建設された住宅です。 

和室 
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木幡河原市営住宅（子育て世帯向け住宅） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【住宅番号⑬】木幡河原市営住宅（２棟） 

構造  鉄筋耐火構造５階建 

階数  ２階 ４ＤＫ 

 

 

⑬ 

洋室 

押入 

ホール 

CL 

UB 洗面 

DK 

ホール 

玄関 

和室 

和

室 

洋室 

物入 

便所 

洋室 玄関 

ホール 

CL 押入 

ホール 

MB 

和室 

和

室 

洗面 UB 

DK 

押

入 

押

入 

CL 

住宅の概略 

木幡河原市営住宅は、同和対策

事業の一環として、居住の安定

と住環境の整備を目的に建設

された住宅です。 

現在、国の制度としての同和対

策は一般対策に移行されてお

り、一般向けとして募集してい

ます。 

木幡河原市営住宅 住所：木幡河原 5番地  

JR六地蔵駅 
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神明宮西市営住宅（子育て世帯向け住宅） 

 

 

  

   

  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

神明宮西市営住宅 住所：神明宮西 35番地 

神明皇大神宮 城南荘児童公園 

【住宅番号⑭】神明宮西市営住宅（３棟） 

構造  鉄筋耐火構造３階建 

階数  ２階 ３ＤＫ 

 

  ⑭ 

物入 

物入 

物入 押入 

押入 

ホール 

便所 

玄関 

DK 

バルコニー 

和

室 

和

室 

洋室 
物入 

玄関 

ホール 

洗面・ 

脱衣所 

UB 

DK 

和

室 

和

室 

押

入 

バ
ル
コ
ニ
ー 

押

入 

バルコニー 

便所 


